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革
命
前
の
旧
中
国
社
会
に
お
け
る
女
子
の
地
位
の
低
劣
さ
を
示
す
諺
を
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
七
出
、
三
従
は
い
う
ま
で
も
な
く
・
「
狗
に

嫁
し
て
狗
に
従
い
、
難
に
嫁
し
て
難
に
従
う
」
と
い
わ
れ
て
、
三
従
は
五
従
に
な
り
、
「
要
っ
た
妻
、
買
っ
た
馬
は
乗
ろ
う
が
打
と
う
が
勝
手

（
１
）

次
第
」
と
女
性
は
人
間
扱
い
を
う
け
て
い
な
い
。
一
塁
養
娼
・
典
妻
（
妻
の
質
入
れ
）
・
祖
妻
（
妻
の
賃
貸
し
）
等
も
行
わ
れ
た
。
一
九
五
○
年

五
月
新
婚
姻
法
が
成
立
し
、
次
い
で
土
地
改
革
法
が
公
布
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
片
の
法
律
に
よ
っ
て
、
長
い
間
の
社
会
的
慣
習
や
思
想
が
、

一
気
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

一
九
七
一
一
年
三
月
、
国
際
婦
人
デ
ー
に
際
し
、
宋
慶
齢
は
、
労
働
の
報
酬
・
就
学
・
婚
姻
の
自
由
な
ど
、
特
に
農
村
に
お
い
て
、
男
女
の
平

（
２
）

竿
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
卒
直
に
述
べ
て
い
る
。
か
か
る
不
平
等
は
、
い
つ
頃
か
ら
形
成
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
っ
て
も
、

本
稿
で
そ
れ
に
対
す
る
答
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
遡
っ
て
南
宋
時
代
家
産
分
割
は
男
子
均
分
と
さ
れ
て
い
る
時
代
、

た
。
結
婚
｝

な
か
っ
た
。

は
じ
め
に

宋
代
女
子
の
財
産
権
（
柳
田
）

一
九
四
九
年
、
新
中
国
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
箪
命
の
成
功
・
不
成
功
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
は
、
士
地
法
と
婚
姻
法
で
あ
る
と
い
わ
れ

結
婚
に
お
け
る
男
女
平
等
の
た
め
に
は
、
女
性
に
も
離
婚
後
の
経
済
的
保
証
が
必
要
で
あ
り
、
両
者
を
き
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来

宋
代
女
子
の
財
産
権

柳
田
節
子
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（
６
）

『
名
公
書
判
清
明
集
』
巻
八
戸
婚
門
「
女
承
分
」
に
萢
応
鈴
（
号
正
堂
）
の
「
孤
遺
の
財
産
を
処
分
す
」
と
い
う
判
決
文
が
あ
る
。
解
汝
森

夫
婦
は
北
虜
、
す
な
わ
ち
金
の
入
志
に
よ
っ
て
、
夫
婦
と
も
に
死
亡
し
、
幼
女
七
姑
と
孫
女
秀
娘
の
二
人
の
娘
が
残
さ
れ
た
。
汝
森
は
歳
収
租

穀
一
一
百
石
と
い
う
相
当
の
富
家
で
あ
っ
た
。
男
嗣
子
な
く
、
戸
絶
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
姪
の
解
懲
な
る
も
の
が
、
こ
の
遺
産
を
ね
ら
っ

江
南
に
、
女
子
も
経
済
的
に
家
産
分
割
に
対
す
る
権
利
を
有
し
た
記
録
、
す
な
わ
ち
、
「
法
に
在
り
て
は
、
父
母
已
で
に
亡
く
、
児
女
産
を
分

（
３
）

か
つ
に
、
女
は
ま
さ
に
男
の
半
ば
を
得
く
し
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
女
子
分
法
が
、
南
宋
後
期
、
遺
産
相
続
に
関
す
る
訴
訟
の
判
決
文
に
残
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
女
子
分
法
を
め
ぐ
っ
て
、
滋
賀
秀
三
・
仁
井
田
陞
両
氏
の
間
に
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
論
争
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
滋
賀
氏
は
、
「
家
産
を
め
ぐ
る
女
性
の
権
利
な
る
も
の
も
、
『
承
継
』
の
概
念
を
機
軸
と
し
て
論
じ
る
」
べ
き
で
あ
り
、
「
承

継
と
い
う
相
続
様
式
は
、
財
産
の
包
括
継
承
と
祭
祀
義
務
と
が
不
可
分
に
結
び
つ
く
」
。
従
っ
て
、
父
を
祀
る
資
格
の
な
い
未
婚
女
子
は
承
継
系

列
の
外
に
お
か
れ
、
「
生
家
の
家
産
に
対
し
て
附
従
的
受
益
者
た
る
の
地
位
を
認
め
ら
れ
る
に
止
ま
り
」
、
問
題
の
女
子
分
法
は
「
慣
習
か
ら
遊

（
４
）

離
し
た
」
、
「
異
質
的
な
」
、
劉
後
村
と
い
う
一
人
の
人
物
の
「
我
流
の
解
釈
」
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
仁
井
田
氏
は
、
こ
の
立
法
を
積
極
的
に
解
釈
し
、
「
女
子
も
ま
た
男
子
と
同
様
に
『
承
分
人
』
で
あ
り
」
、
「
祭
祀
と
無
関
係

（
５
）

な
財
産
承
継
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
、
祖
先
祭
祀
と
家
産
承
継
と
の
関
係
を
否
定
さ
れ
、
経
済
的
要
求
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
か
か
る
論
争
の

背
景
に
は
、
法
そ
の
も
の
の
理
解
に
つ
い
て
基
本
的
な
相
異
が
あ
る
。
滋
賀
氏
が
、
祭
祀
・
承
継
の
概
念
を
、
中
国
史
を
つ
ら
ぬ
く
不
変
の
基

本
原
理
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
仁
井
田
氏
は
、
法
も
ま
た
歴
史
と
共
に
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

滋
賀
氏
の
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
南
宋
期
、
女
子
が
き
び
し
い
経
済
的
制
約
下
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

条
件
下
に
あ
っ
て
、
な
お
且
つ
、
法
的
に
一
定
の
財
産
権
を
有
し
て
い
た
事
実
も
ま
た
否
定
出
来
な
い
。
中
国
で
は
古
来
、
家
産
分
割
は
兄
弟

均
分
で
、
女
子
は
除
外
さ
れ
て
き
た
中
で
、
「
女
は
ま
さ
に
男
の
半
ば
を
得
く
し
」
と
い
う
女
子
分
法
が
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
、
戸
絶
法
に
お
け

る
女
承
分
が
均
分
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
見
過
ご
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
以
下
、
南
宋
期
女
子
の
財
産
権
に
つ
い

て
考
え
て
ゑ
た
い
。

法
政
史
学
第
四
十
二
号

女
承
分
に
つ
い
て

■■■■■■

￣
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三
分
は
、
均
し
く
一
一
室
女
に
」

親
女
と
同
じ
扱
い
を
う
け
た
。

表１

（
〔
ｌ
）

て
、
「
姻
議
を
主
盟
せ
ず
」
、
勝
手
に
伴
寄
と
い
う
命
継
の
養
子
を
立
て
て
汝
霧
の
遺
産
を
相
続
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
余
栄
祖
な
る
Ｊ
も
の

が
、
解
葱
が
遺
産
を
一
人
占
め
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
い
、
そ
の
財
産
は
籍
没
し
て
戸
絶
に
す
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
続
け
て
い
る
こ
と
に

対
す
る
判
決
文
で
あ
る
が
、
戸
絶
法
に
＄
）
と
づ
く
命
継
養
子
・
在
室
女
・
帰
宗
女
・
出
嫁
女
等
に
対
す
る
財
産
の
配
分
率
が
詳
細
に
示
さ
れ
て

（
（
５
）

い
る
。
原
文
引
用
の
か
わ
り
に
表
に
す
る
、
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

判
決
文
に
よ
る
と
、
伴
寄
が
命
継
の
養
子
で
あ
る
こ
と
は
認
め
、
第
一
の
配
分
規
定
、
在
室
諸
女
の
承
の
場
合
の
法
が
適
用
さ
れ
た
。
「
今

、
、

解
汝
森
只
だ
幼
女
・
孫
女
あ
り
。
並
び
に
在
室
に
係
る
。
戸
絶
法
に
照
ら
し
て
均
分
せ
よ
。
伴
寄
継
絶
、
合
に
四
分
の
一
を
給
し
、
其
の
余
の

一
一
一
分
は
、
均
し
く
二
室
女
に
与
え
て
業
と
為
す
」
こ
と
に
な
っ
た
。
七
姑
は
本
姓
は
鄭
で
あ
っ
た
が
汝
霧
が
生
前
に
収
養
し
て
育
て
た
娘
で
、

宋
代
女
子
の
財
産
権
（
柳
田
）

在室諸女の承 命継養子

上
４
３
’
４
》
』
。
４
丁

１
２
３

在室女

命継養子

篶鑿｝ 在室・帰宗女

帰宗女 (；?）帰宗諸女の承

命継養子

没官

残りのオ

残りの‘

出嫁女

没官

命継養子

上
３
上
３
４
３
－
１
丁
且
２

出嫁諸女の承４

鴬腫れず養言
５

こ
の
法
規
定
に
も
と
づ
く
配
分
を
承
る
と
、
第
一
に
は
、
在
室
・

帰
宗
・
出
嫁
等
諸
女
に
対
す
る
遺
産
の
配
分
率
が
詳
細
、
且
つ
明
確

に
示
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
法
に
も
と
づ
い
て
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
第
二
に
は
、
命
継
の
養
子
よ
り
も
、
在
室
・
帰
宗
女
等
の
方

が
取
り
分
が
多
く
、
第
三
に
こ
の
取
り
分
に
つ
い
て
、
萢
西
堂
は

「
既
に
二
女
あ
り
。
法
、
ま
さ
に
分
を
承
く
く
し
」
と
い
い
、
「
今
、

秀
娘
、
既
に
女
分
を
承
く
」
と
も
述
べ
て
い
て
、
女
子
の
承
分
権
、

す
な
わ
ち
、
女
子
分
法
を
正
当
の
権
利
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
第
四
に
、
上
述
し
た
よ
う
に
「
戸
絶
法
に
照
ら
し
て

、
、

均
分
せ
よ
」
と
か
、
「
当
庁
は
汝
霧
の
田
産
を
も
っ
て
、
条
に
照
ら

、
、

し
て
均
分
」
等
と
述
べ
、
）
」
の
女
子
を
含
む
配
分
法
を
均
分
と
い
う

概
念
で
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
配
分
に
つ
い
て
は
、

「
並
び
に
一
一
一
千
賃
に
至
ら
ぱ
止
め
、
二
万
賞
に
及
ぱ
ぱ
、
一
一
千
賞
を

一一一
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な
法
規
定
が
あ
り
、
密

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

法
に
在
り
て
は
、
諸
そ
已
絶
の
家
に
し
て
、
継
絶
の
子
孫
を
立
つ
る
は
、
近
親
の
尊
長
の
命
継
す
る
者
を
謂
う
。
若
し
在
室
・
帰
宗
・
出

嫁
諸
女
無
け
れ
ば
、
全
戸
の
三
分
を
以
っ
て
一
分
を
給
し
、
余
は
も
っ
て
没
官
す
。

と
い
っ
て
、
羅
崖
の
命
継
の
養
子
に
対
し
、
家
業
の
一
一
一
分
の
一
を
給
し
、
残
る
一
一
一
分
の
二
は
役
官
と
し
た
。
こ
れ
は
上
述
、
解
汝
霧
の
場
合
の

第
五
の
条
文
（
表
１
）
を
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
承
分
で
は
な
い
が
、
当
時
、
戸
絶
、
命
継
に
と
も
な
う
、
財
産
の
配
分
に
関
し
て
明
確

な
法
規
定
が
あ
り
、
そ
の
法
規
定
に
従
っ
て
判
決
が
下
さ
れ
、
女
承
分
も
ま
た
、
そ
の
法
規
定
の
中
に
確
実
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

か
る
に
、
寧
老
一

配
分
に
つ
い
て
、

同
じ
く
『
清
明
集
』
巻
八
戸
婚
門
遺
嘱
に
「
女
は
ま
さ
に
分
を
承
く
く
し
」
と
い
う
書
判
が
あ
る
。
こ
れ
も
萢
西
堂
の
書
判
で
あ
る
。

「
鄭
応
辰
に
は
後
嗣
ぎ
の
男
子
が
な
く
、
孝
純
・
孝
徳
と
い
う
二
人
の
女
と
、
過
房
に
よ
っ
て
同
宗
か
ら
迎
え
た
孝
先
と
い
う
養
子
が
い
た
。

応
辰
の
家
に
は
一
一
一
千
畝
の
田
と
庫
十
座
が
あ
り
、
か
な
り
の
資
産
家
で
あ
っ
た
。
応
辰
は
生
前
に
遺
一
一
一
一
口
に
よ
っ
て
、
二
人
の
女
に
そ
れ
ぞ
れ
田

百
三
十
畝
と
庫
一
座
ず
つ
を
与
え
た
が
、
こ
れ
は
多
す
ぎ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
る
に
、
応
辰
の
死
後
、
養
子
孝
先
が
応
辰
の
全
財
産
を
我

増
給
す
」
と
あ
っ
て
、
取
得
の
上
限
が
定
め
ら
れ
て
る
し
、
祭
祀
承
継
者
た
る
男
嗣
子
、
或
は
寡
婦
な
き
場
合
は
戸
絶
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

女
子
の
劣
位
は
動
か
せ
な
い
。
し
か
し
、
財
産
の
取
得
と
い
う
点
か
ら
ふ
れ
ば
、
女
子
も
親
の
財
産
に
対
し
て
「
分
を
承
け
る
」
法
的
権
利
を

有
し
、
し
か
も
、
こ
れ
が
均
分
と
い
う
範
祷
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
表
１
に
示
し
た
配
分
と
全
く
の
同
文
が
『
清
明
集
」

、
、

巻
八
戸
婚
門
立
継
類
「
命
継
と
立
継
は
同
じ
か
ら
ず
」
の
「
再
判
」
に
戸
令
と
し
て
記
載
さ
れ
、
「
法
令
照
然
、
日
星
の
如
き
有
り
。
此
れ

州
県
の
当
に
奉
行
す
べ
き
者
な
り
」
と
あ
っ
て
、
判
決
の
共
通
の
論
拠
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
９
）

萢
西
堂
は
「
羅
械
、
妻
の
前
夫
の
田
産
を
将
っ
て
、
没
官
せ
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
い
う
謹
日
判
に
お
い
て
も
、
右
と
同
じ
法
規
定
を
適
用
し
て

い
る
。
羅
謙
に
は
、
長
男
田
・
次
男
雷
・
三
男
●
の
一
一
一
人
の
男
子
が
あ
っ
た
。
父
母
（
謙
と
そ
の
妻
）
が
死
に
、
服
喪
が
終
る
と
、
財
産
を
一
一
一

分
し
、
省
簿
に
三
人
の
姓
名
が
登
録
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
次
男
の
害
も
死
し
、
そ
の
息
子
寧
老
は
、
母
が
同
曽
祖
の
弟
羅
械
に
改
嫁
す
る
の
に

つ
れ
子
と
し
て
随
っ
た
。
そ
の
寧
老
も
死
ん
だ
た
め
、
羅
械
は
、
寧
老
の
取
得
し
て
い
た
分
け
前
の
田
産
を
、
絶
戸
と
し
て
官
に
献
じ
た
。
し

か
る
に
、
寧
老
の
叔
父
羅
Ｇ
が
長
兄
田
の
次
男
を
、
命
継
に
よ
り
、
死
亡
し
た
次
兄
壷
の
後
継
ぎ
と
し
た
。
こ
の
命
継
の
養
子
に
対
す
る
遺
産

法
政
史
学
第
四
十
二
号
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が
し
の
に
し
よ
う
と
し
た
」
。

、
、
、
、
、
、

こ
れ
に
対
し
萢
西
堂
は
、
「
仮
り
に
父
母
の
遣
一
一
一
口
が
な
く
て
も
、
一
一
女
は
当
然
遺
産
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
。
若
し
、
他
郡
均
分
の
例
に
よ

、
、
、
、
、
、
、
、

っ
て
之
れ
を
分
け
れ
ば
、
｜
一
女
は
養
子
と
各
々
其
の
半
ば
を
受
け
る
｝
」
と
が
出
来
る
の
に
、
今
、
（
は
る
か
に
そ
の
半
ば
に
も
及
ば
な
い
）
只

だ
百
三
十
畝
す
ら
与
え
よ
う
と
し
な
い
の
は
不
義
の
甚
だ
し
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
判
決
は
結
局
、
応
辰
の
遺
一
一
一
一
口
通
り
、
計
一
一
百
六
十
畝

の
田
が
遺
産
の
中
か
ら
二
女
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
孝
先
に
対
し
て
は
「
杖
一
百
を
勘
し
、
釘
鋼
」
の
刑
を
科
し
た
。
私
が
こ

こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
判
決
の
結
論
よ
り
は
「
他
郡
均
分
の
例
に
よ
っ
て
配
分
す
れ
ば
、
二
女
と
養
子
は
各
々
ま
さ
に
そ
の
半
ば
を
受
く

く
し
」
と
い
う
条
例
で
あ
る
。
先
ず
第
一
に
、
孝
先
が
一
一
分
の
一
、
二
人
の
女
が
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
ず
つ
、
計
一
一
分
の
一
を
受
け
る
法
規
定

の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
は
じ
め
に
の
べ
た
「
女
は
ま
さ
に
男
の
半
ば
を
得
く
し
」
に
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
述
、
表
１
、
解

汝
霧
の
場
合
の
第
一
条
、
在
室
女
の
承
の
場
合
は
、
養
子
四
分
の
一
、
在
室
女
四
分
の
三
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
「
他
郡
均
分
の
例
」
で

は
、
養
子
四
分
の
二
、
在
室
女
四
分
の
一
一
と
な
っ
て
い
て
、
配
分
率
が
異
な
る
の
は
、
前
者
は
命
継
の
養
子
、
後
者
、
孝
先
は
生
前
に
定
め
ら

、
、

れ
た
過
－
房
に
よ
る
養
子
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
声
」
の
女
承
分
を
含
む
配
分
方
法
も
ま
た
均
分
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
第
一
一
に
、
「
他
郡
均
分
の
例
」

と
は
、
萢
西
堂
が
こ
の
書
判
を
書
い
た
任
地
以
外
の
諸
州
以
で
も
同
じ
条
法
が
あ
り
、
そ
の
条
法
に
も
と
づ
い
て
配
分
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

（
、
）

を
示
し
て
い
る
。
陳
智
超
氏
に
よ
る
と
、
西
堂
は
、
撫
州
・
薪
州
の
通
判
、
広
西
提
点
刑
獄
在
任
時
期
の
書
判
が
多
い
と
い
う
。
こ
の
他
、
士
ロ

（
、
）

州
知
事
・
斯
東
提
点
刑
獄
・
江
西
提
挙
常
平
・
湖
南
転
運
判
官
兼
安
撫
司
等
も
歴
任
し
て
お
り
、
以
上
の
如
き
「
女
承
分
」
に
関
す
る
法
規
定

の
適
用
地
域
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
江
南
地
方
の
か
な
り
の
地
域
に
わ
た
っ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

は
じ
め
に
挙
げ
た
女
子
分
法
は
、
劉
克
荘
（
号
後
村
）
の
江
南
東
路
饒
州
都
陽
県
に
お
け
る
書
判
で
、
周
丙
の
死
後
、
娘
婿
李
応
龍
が
、
妻

の
父
が
残
し
た
膏
艘
の
田
産
を
ね
ら
っ
て
取
込
も
う
と
し
た
こ
と
に
対
す
る
判
決
で
あ
る
。

法
に
在
り
て
は
、
父
母
已
で
に
亡
く
、
児
女
産
を
分
つ
に
、
女
は
ま
さ
に
男
の
半
ば
を
得
く
し
。
遣
腹
の
男
も
ま
た
男
な
り
。
周
丙
身

、
、
、
、
、
、

後
、
財
産
は
ま
さ
に
一
一
一
分
と
な
し
、
遺
腹
の
子
一
一
分
を
得
、
細
乙
娘
一
分
を
得
く
し
。
此
く
の
如
き
分
析
は
、
ま
さ
に
法
意
に
か
な
う
べ

、
、

と
い
う
判
決
を
下
し
、
娘
婿
李
応
龍
が
妻
の
父
の
田
産
を
ね
ら
っ
た
こ
と
に
対
し
「
条
法
を
顧
ゑ
ず
、
幼
孤
を
Ⅲ
ま
ず
」
と
の
べ
、
「
女
は
男

宋
代
女
子
の
財
産
権
（
柳
田
）

し後
。、

五
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(妾)劉氏

、
、

令
文
に
、
諸
そ
戸
絶
の
財
産
は
、
尺
く
在
室
の
諸
女
に
給
す
。
又
云
う
。
諸
そ
已
絶
に
し
て
継
絶
の
子
孫
を
立
つ
ろ
に
、
若
し
、
止
だ
在

室
諸
女
有
る
の
ゑ
な
れ
ば
、
即
ち
全
戸
の
四
分
の
一
を
以
っ
て
之
に
給
す
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
令
文
と
は
、
上
引
、
萢
西
堂
が
「
孤
遺
の
財
産
を
処
分
す
」
の
中
で
示
し
た
財
産
の
配
分
表
１
の
第
一
、
在
室

諸
女
の
永
の
場
合
の
、
命
継
養
子
四
分
の
一
、
在
室
女
四
分
の
一
一
一
に
完
全
に
一
致
す
る
。
劉
後
村
，
恥
）
ま
た
、
萢
西
堂
と
同
じ
令
文
を
用
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
裁
判
は
、
妾
劉
氏
に
二
女
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
一
、
劉
氏
と
珍
珍
、
一
一
、
秋
菊
と
一
一
女
の
一
一
者
の
間
の
家
産
分
割

が
考
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
劉
氏
に
小
）
｜
一
女
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
裁
判
の
や
り
直
し
が
行
な
わ
れ
た
。

此
の
一
一
女
は
既
に
是
れ
（
田
）
県
丞
の
親
女
な
り
。
登
仕
（
世
光
）
を
し
て
尚
お
存
せ
し
む
れ
ば
、
合
に
珍
郎
と
均
分
し
、
二
女
は
各
々

男
の
半
ば
を
得
く
し
。
今
、
登
仕
既
に
死
す
。
止
だ
諸
子
均
分
の
法
に
依
る
を
得
。
県
丞
の
二
女
、
ま
さ
に
珍
郎
と
共
に
父
の
分
を
承

と
い
い
、

こ
と
に
対
し
、

珍珍
女
女

法
政
史
学
第
四
十
二
号

女
女

通
仕
の
意
、
一
子
を
以
っ
て
県
丞
の
業
を
中
分
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
此
れ
大
い
に
然
ら
ず
。

養子世光
（登仕)(死亡）

秋菊

･世徳

田県丞
（死亡）

(弟)通仕

の
半
ば
を
得
く
し
」
と
い
う
の
は
「
現
行
の
条
法
」
で
あ
る
と
し
い
っ
て
、
男
子
二
分
、
女
子
一
分
の
分
析

が
、
法
規
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

（
皿
）

劉
克
荘
に
は
も
う
一
つ
「
連
日
日
県
劉
氏
、
立
嗣
を
訴
う
る
の
事
」
（
江
南
東
路
南
康
軍
）
と
い
う
書
判
が

あ
り
、
そ
の
中
で
も
「
二
女
は
各
々
、
ま
さ
に
男
の
半
ば
を
得
く
し
」
と
い
う
条
法
に
も
と
づ
い
て
判
決
を

下
し
て
い
る
。
田
県
丞
（
死
亡
）
に
は
、
正
妻
が
な
く
、
妾
劉
氏
と
の
間
に
、
男
子
珍
珍
と
女
子
二
人
の
計

一
一
一
人
の
子
が
い
た
。
田
県
丞
は
養
子
世
光
（
登
仕
）
を
迎
え
た
が
、
こ
の
世
光
に
は
女
使
秋
菊
と
の
間
に
二

女
が
あ
っ
た
。
そ
の
世
光
も
死
亡
し
た
た
め
、
田
県
丞
の
弟
通
仕
は
、
自
分
の
息
子
世
徳
を
世
光
の
養
嗣
子

と
し
て
遺
産
を
ね
ら
い
、
妾
劉
氏
・
女
使
秋
菊
・
養
子
世
徳
の
間
に
三
つ
巴
の
財
産
争
い
が
起
こ
っ
た
。
数

回
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
判
決
文
を
集
録
し
た
も
の
で
、
長
文
、
且
つ
複
雑
・
難
解
で
あ
る
が
、
要
点
の
承

を
引
用
す
る
と
、
先
ず
は
じ
め
に
、
田
県
丞
の
弟
通
仕
が
息
子
世
徳
の
立
嗣
を
理
由
に
し
て
干
預
し
て
き
た

一ハ
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く
。
十
分
の
中
、
珍
郎
五
分
を
得
、
五
分
を
以
て
二
女
に
給
す
。
登
仕
の
二
女
は
、
ま
さ
に
立
つ
る
所
の
子
（
世
徳
）
と
共
に
、
登
仕
の

分
を
承
く
。
男
子
、
死
後
立
つ
ろ
所
に
係
る
。
ま
さ
に
四
分
の
三
を
以
て
二
女
に
給
し
、
｜
分
を
以
て
立
つ
る
所
の
子
に
与
う
べ
し
。
此

く
の
如
く
の
区
処
へ
ま
さ
に
法
意
に
か
な
う
べ
し
。

と
い
っ
て
い
る
。
先
ず
第
一
に
、
若
し
登
仕
（
世
光
）
が
生
き
て
い
た
場
合
、
登
仕
（
世
光
）
と
珍
郎
と
が
均
分
し
、
劉
氏
の
二
女
は
、
男
の

二
分
の
一
を
得
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
登
仕
（
世
光
）
は
既
に
死
亡
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
田
県
丞
と
劉
氏
間
の
一
男
二
女
に
つ
い
て

は
、
正
妻
の
子
で
な
い
が
、
諸
子
均
分
の
法
に
従
っ
て
、
珍
郎
が
一
一
分
の
一
、
一
一
女
が
残
る
一
一
分
の
一
を
承
け
る
。
二
女
は
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の

、
、

｜
と
な
り
、
「
｜
一
女
は
ま
さ
に
男
の
半
ば
」
を
承
け
る
｝
」
と
に
な
る
。
こ
の
配
分
方
法
が
諸
子
均
分
の
法
と
よ
ば
れ
、
且
つ
、
県
丞
の
一
一
女
は
、

Ａ
、
、
、
、
、
、

男
子
珍
郎
と
共
に
「
父
の
分
を
承
け
る
」
法
的
権
利
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
諸
子
均
分
法
」
に
つ
い
て
、
滋
賀
氏
は
「
》
」
の
語
意
解
け

ず
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
上
引
、
萢
西
堂
書
判
「
女
は
ま
さ
に
分
を
承
く
く
し
」
の
鄭
応
辰
の
遺
産
配
分
に
お
い
て
、
親

、
、
、
、
、
、
、
、

生
の
一
一
女
と
、
過
房
の
養
子
と
の
間
の
承
分
に
つ
い
て
「
若
し
他
郡
均
分
の
例
を
以
っ
て
之
を
処
す
れ
ば
、
一
一
女
と
養
子
と
各
女
ま
さ
に
其
の

半
ば
を
受
く
く
し
」
と
あ
っ
た
。
過
房
の
養
子
が
一
一
分
の
一
、
一
一
女
合
わ
せ
て
一
一
分
の
一
、
つ
ま
り
、
二
女
は
そ
れ
ぞ
れ
に
男
の
半
ば
を
受
け

る
と
い
う
条
法
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
他
郡
均
分
の
例
」
と
「
諸
子
均
分
の
法
」
と
は
、
配
分
率
が
同
じ
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
均
分
法
と
よ
ば
れ

て
い
る
。
均
分
の
概
念
は
、
家
産
分
割
に
お
け
る
男
子
兄
弟
間
だ
け
で
な
く
、
以
上
の
如
き
、
女
承
分
も
含
め
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
第
一
一
に
は
、
登
仕
（
世
光
）
と
女
使
秋
菊
と
の
間
の
一
一
女
へ
の
配
分
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
も
正
妻
の
子
で
は
な
い
が
、
二
女
は
、
命

継
の
養
子
世
徳
と
共
に
、
父
世
光
の
分
を
承
け
る
。
但
し
、
世
徳
は
世
光
の
死
後
の
命
継
で
あ
る
か
ら
、
二
女
に
四
分
の
一
一
一
、
世
徳
に
四
分
の

一
を
与
え
る
。
こ
の
配
分
は
、
上
引
、
表
１
の
第
一
、
在
室
諸
女
の
承
の
場
合
の
規
定
に
一
致
す
る
。
な
お
、
上
引
、
劉
克
荘
引
く
令
文
に

「
諸
そ
戸
絶
の
財
産
は
、
尺
く
在
室
の
諸
女
に
給
す
」
と
あ
っ
た
が
、
『
清
明
集
』
巻
九
戸
婚
門
取
謄
、
「
孤
女
、
父
の
田
を
續
す
」
と
い
う

（
旧
）

呉
怒
斎
の
書
判
に
も
同
文
の
令
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
劉
克
荘
が
当
時
の
令
文
に
も
と
づ
い
て
い
た
こ
と
を
一
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
ゑ
て
承
る
と
、
劉
後
村
は
当
時
の
現
行
法
令
に
従
っ
て
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
窓
意
的
に
現
実
ぱ
な
れ
し
た
我
流
の

判
決
を
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
劉
克
荘
が
依
り
所
と
し
た
法
令
は
、
萢
西
堂
も
呉
怒
斎
も
判
語
の
基
準
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

劉
後
村
の
判
語
と
萢
西
堂
の
判
語
の
内
容
は
、
共
に
具
体
的
で
あ
り
、
共
通
の
法
令
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
劉
後
村

宋
代
女
子
の
財
産
権
（
柳
田
）

七
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以
上
の
如
き
女
子
分
法
に
関
連
し
て
、
女
子
の
財
産
権
と
し
て
粧
遼
田
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
滋
賀
氏
は
「
其
れ
、
改
嫁
す
る
者

は
、
夫
の
財
産
、
及
び
も
と
の
粧
奮
は
、
承
な
前
夫
の
家
を
主
と
為
す
」
と
い
う
明
戸
令
を
あ
げ
て
、
こ
れ
は
「
古
来
の
大
原
則
」
で
あ
り
、

「
改
嫁
は
、
妻
が
自
己
の
う
ち
に
生
き
る
夫
の
人
格
を
脱
ぎ
棄
て
、
夫
の
宗
を
離
脱
す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
す
べ
て
の
権
利

（
応
）

を
脱
ぎ
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
全
面
的
に
否
定
す
る
史
料
が
ふ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
清
明
集
』
巻
一
○

（
胆
）

人
倫
門
、
母
子
「
子
、
継
母
と
業
を
争
う
」
と
題
す
る
天
水
の
聿
皀
判
に
、
呉
和
中
と
い
う
一
貝
士
の
遺
産
を
め
ぐ
る
母
子
の
争
い
の
記
録
が
あ

る
。
長
文
な
の
で
、
要
点
だ
け
の
べ
る
。

呉
和
中
は
妻
を
亡
く
し
、
七
歳
の
息
子
が
残
さ
れ
、
王
氏
を
後
妻
に
迎
え
た
。
王
氏
は
す
で
に
呉
和
中
に
嫁
し
、
夫
に
従
う
身
と
な
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
夫
に
異
志
な
ど
あ
る
べ
き
で
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
田
産
を
続
置
し
、
そ
の
売
買
契
約
書
は
す
べ
て
王
氏
の
粧
直
と
し
て
作
成
さ

れ
た
。
そ
も
そ
も
本
来
の
立
法
の
意
は
、
妻
の
財
産
を
妻
名
儀
で
置
産
す
る
の
は
、
夫
の
兄
弟
と
同
居
し
て
い
る
場
合
、
将
来
家
産
分
割
に
際

し
て
、
争
訟
の
た
れ
を
未
然
に
防
ご
う
と
す
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
王
氏
は
呉
貢
士
に
嫁
し
、
舅
姑
を
養
う
こ
と
も
、
夫
の
兄
弟
と
財
産
を
分

の
官
僚
生
活
は
、
嘉
定
二
年
（
一
二
○
九
）
建
陽
今
か
ら
始
ま
り
、
『
清
明
集
」
の
書
判
の
殆
ん
ど
は
江
南
東
路
提
点
刑
獄
の
時
代
に
書
か
れ

（
Ⅲ
）

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
萢
西
堂
も
開
禧
元
年
（
一
二
○
五
）
の
進
士
で
、
劉
克
荘
と
同
時
代
の
人
で
あ
り
、
且
つ
、
上
述
し
た
よ
う
に
書
判

の
書
か
れ
た
任
地
も
劉
後
村
と
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
両
者
共
に
、
「
清
明
集
』
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
篇
の
書
判
を
残
し
て
い
る

が
、
女
承
分
・
戸
絶
法
・
均
分
法
等
に
承
ら
れ
る
判
語
の
一
致
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
共
通
の
社
会
的
基
盤
の
上
に
立
ち
、
南
宋
地
域

に
共
通
の
現
行
法
令
に
も
と
づ
い
て
判
決
を
下
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
「
女
は
ま
さ
に
男
の
半
ば
を
得
く
し
」
と
い
う
女
子
分
法
は
、
他

の
諸
法
令
と
同
じ
く
現
実
の
生
き
た
現
行
法
と
し
て
実
効
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
異
質
的
」
と
か
、
「
慣
習
か
ら
遊
離
し
た
」
、
「
劉

克
荘
の
我
流
の
解
釈
」
な
ど
と
い
っ
て
却
け
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
時
、
女
子
も
ま
た
家
産
分
割
に
対
し
て
、

「
父
の
分
を
承
け
る
」
権
利
、
財
産
に
対
す
る
一
定
の
法
的
権
利
を
有
し
、
こ
れ
が
均
分
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

二
粧
産
に
つ
い
て
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析
す
る
こ
と
も
い
ら
ず
、
一
家
の
財
産
は
、
些
細
な
も
の
ま
で
、
す
べ
て
王
氏
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
王
氏
は
何
も
王
氏
名
儀
の
田
産
を
立

て
、
物
業
を
私
置
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
呉
貢
士
は
王
氏
を
溺
愛
し
て
妻
の
い
い
な
り
に
な
り
、
王
氏
は
末
永
く
夫
に

仕
え
る
志
な
ど
な
か
っ
た
。
呉
貢
士
は
嘉
定
九
年
九
月
（
’
一
一
六
一
）
に
死
ん
だ
が
、
家
道
は
豊
か
で
、
主
氏
が
よ
く
家
を
守
り
、
一
人
息
子

を
養
育
し
て
成
人
さ
せ
れ
ば
、
王
氏
も
節
婦
の
名
を
得
、
呉
貢
士
に
も
後
継
ぎ
が
あ
り
、
呉
家
は
安
泰
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
王
氏
は
夫
の

死
後
間
も
な
く
、
一
切
の
財
産
を
引
提
げ
て
再
婚
し
、
息
子
の
呉
汝
求
も
家
産
を
蕩
尽
し
て
無
一
文
に
な
り
、
継
母
の
財
産
を
ね
ら
っ
て
訴
訟

呉
貢
士
が
生
前
に
所
有
し
て
い
た
家
屋
一
区
、
田
百
三
十
畝
、
そ
の
他
器
具
・
什
物
の
類
は
、
死
後
三
年
の
間
に
、
妻
と
息
子
で
破
蕩
し
つ

（
Ⅳ
）

く
さ
れ
た
。
主
氏
は
、
呉
貢
士
に
嫁
入
り
の
時
持
参
し
た
口
随
田
二
十
一
一
一
種
と
、
結
婚
後
粧
遣
に
よ
っ
て
続
置
し
た
田
四
十
七
種
、
及
び
呉
家

に
あ
っ
た
も
の
を
か
き
集
め
て
再
嫁
し
た
。
息
子
の
呉
汝
求
は
、
粧
奮
と
し
て
主
氏
の
名
儀
に
な
っ
て
い
る
四
十
七
種
の
田
は
、
呉
貢
士
の
財

で
取
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
に
も
質
庫
銭
物
が
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
王
氏
の
所
有
に
帰
し
て
い
る
と
い
っ
て
訴
え
た
。
し
か
し
、
官
が

契
約
書
を
取
り
出
し
て
調
べ
て
ふ
る
と
、
す
べ
て
主
氏
の
名
儀
で
契
約
が
成
立
し
て
い
て
、
文
句
の
つ
げ
よ
う
が
な
く
、
王
氏
の
財
産
に
間
違

い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
質
庫
銭
物
に
つ
い
て
は
、
若
し
、
本
当
に
質
庫
銭
物
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
具
汝
求
は
父
の
死
亡
時
に
は
す

で
に
成
人
し
て
い
て
、
自
ら
管
理
出
来
る
年
齢
に
達
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
管
理
を
怠
り
、
産
を
傾
げ
て
妄
費
の
生
活
を
し
、
恐
ら
く
質
庫
銭

物
も
浪
費
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
、
呉
汝
求
の
訴
え
は
二
つ
な
が
ら
却
け
ら
れ
た
９
但
し
、
王
氏
は
再
婚
し
て
安
住
の
場

所
が
あ
る
が
、
呉
汝
求
は
無
一
物
で
あ
っ
た
た
め
、
主
氏
の
も
っ
て
い
る
家
屋
に
、
典
売
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
づ
き
で
、
呉
汝
求
を

住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

滋
賀
氏
の
い
わ
れ
る
「
古
来
の
大
原
則
」
は
、
こ
こ
で
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
放
蕩
息
子
と
は
い
え
、
歴
然
と
し
た
呉
和
中

の
男
嗣
子
が
存
在
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
王
氏
が
再
婚
に
際
し
て
持
去
っ
た
自
随
田
一
一
十
三
種
、
呉
和
中
と
結
婚
後
、
夫
の
財
に
よ
っ
て
取

得
さ
れ
た
と
訴
え
ら
れ
た
王
氏
名
儀
の
粧
産
田
四
十
七
種
は
王
氏
の
名
儀
で
立
契
さ
れ
て
い
た
た
め
、
主
氏
の
粧
奮
田
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
再
嫁
に
際
し
て
特
去
っ
た
こ
と
は
何
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
「
立
法
の
意
は
、
兄
弟
が
同
居
し
て
い
る
場
合
、
妻
の
財
で
置
産
す
る

の
は
、
他
日
訟
分
の
患
を
防
ぐ
の
糸
」
と
い
わ
れ
て
い
て
、
法
に
よ
っ
て
妻
の
財
産
は
家
産
分
割
か
ら
除
外
さ
れ
、
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

死
後
間
も
な
く
、
一
切
一

を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

宋
代
女
子
の
財
産
権
（
柳
田
）

九
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る
。
呉
汝
求
が
、
は
じ
め
か
ら
、
主
氏
の
自
随
田
一
一
十
三
種
を
訴
訟
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
ら
し
い
の
は
、
恐
ら
く
自
随
田
は
、
改
嫁
し

て
も
王
氏
に
固
有
の
財
産
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
訴
え
て
も
勝
味
が
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
其
れ
改
嫁
す
る
者
は
、
夫

の
家
の
財
産
、
及
び
も
と
の
粧
奮
は
、
ふ
な
前
夫
の
家
を
主
と
為
し
」
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
滋
賀
氏
は
「
持
参
財
産
た
る
土
地
は
、
通

（
旧
）

、

常
、
夫
の
名
儀
で
保
持
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
｝
」
で
は
「
秋
毫
以
上
、
皆
主
氏
夫
婦
の
物
な
り
」
と
あ
っ
て
、
呉
夫
婦
と
夫
の
名
で
な

く
妻
の
名
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（
凶
）

『
清
明
集
』
巻
五
戸
婚
門
争
業
下
「
妻
の
財
に
よ
る
置
業
は
（
衆
）
分
に
係
ら
ぬ
」
は
《
羽
浩
堂
の
書
判
で
あ
る
。
陳
圭
が
「
息
子
の
仲
龍
と

そ
の
妻
、
察
氏
が
、
（
陳
家
の
）
衆
分
の
田
業
を
盗
ん
で
察
仁
に
質
入
れ
し
た
」
と
訴
え
た
。
そ
こ
で
察
仁
を
召
喚
し
た
と
こ
ろ
、
察
仁
は
、

そ
の
田
業
は
「
仲
龍
の
妻
の
財
産
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
契
約
書
・
証
文
を
調
べ
た
結
果
、
そ
の
田
業
は
妻
の
粧

意
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
衆
分
の
田
と
い
う
こ
と
は
出
来
ず
「
法
に
在
り
て
は
、
妻
の
家
の
得
る
所
の
財

（
卯
）

は
、
分
限
に
在
ら
ず
」
と
い
う
法
を
引
い
て
、
そ
の
田
業
は
家
産
分
割
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
た
。
詳
し
い
経
過
は
省

略
す
る
が
、
最
後
に
、
若
し
、
陳
圭
が
銭
を
用
意
し
て
察
氏
に
還
せ
ば
、
そ
の
田
業
は
衆
の
も
の
と
な
り
、
将
来
、
兄
弟
の
家
産
分
割
の
対
象

、
、
、
、

と
な
る
が
、
若
し
、
陳
圭
が
曠
銭
を
出
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
田
業
は
察
氏
に
も
ど
り
、
「
随
嫁
田
法
」
に
依
る
諄
」
と
に
な
る
と
い
う
。
粧
奮
田

は
法
的
根
拠
を
も
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
、
上
述
王
氏
の
二
十
一
一
一
種
の
、
随
田
も
、
ま
た
四
十
七
種
の
粧
直
田
も
か
か

る
法
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
権
を
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
宋
代
金
石
記
の
土
地
所
有
関
係
・
租
佃
関
係
を
示
す
史
料
に
女
子
名

（
Ⅲ
）

儀
の
土
地
所
有
が
散
見
し
、
粧
奮
田
も
承
嵯
え
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

滋
賀
氏
も
、
「
立
法
上
は
、
資
料
的
に
知
ら
れ
得
る
か
ぎ
り
、
一
貫
し
て
（
随
嫁
粧
奮
財
産
）
を
持
去
る
を
許
さ
ず
と
す
る
立
場
が
と
ら
れ

、
、

て
い
る
。
た
だ
し
、
南
宋
時
代
の
判
語
に
お
い
て
は
声
」
の
点
明
瞭
で
な
く
、
む
し
ろ
持
去
り
得
る
と
す
る
考
え
（
傍
点
柳
田
）
が
、
当
時
の
識

（
皿
）

、
、
、

者
の
一
部
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
一
部
の
識
者
に
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
明

確
に
立
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
滋
賀
氏
の
引
か
れ
る
「
粧
奮
は
、
ゑ
な
前
夫
の
家
を
主
と
な
す
」
と
い
う
の
は
明
の
戸
令

で
あ
る
。
南
宋
時
代
に
は
、
な
お
粧
奮
は
妻
に
固
有
の
財
産
と
し
て
随
家
田
法
に
よ
り
法
的
に
糸
と
め
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
明
に
な
っ
て
認

め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
粧
奮
に
対
す
る
妻
の
権
利
が
低
下
し
て
い
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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南
宋
期
、
戸
絶
財
産
は
法
規
定
に
従
っ
て
配
分
率
が
定
め
ら
れ
、
養
子
と
共
に
、
在
室
・
帰
宗
・
出
嫁
女
等
に
対
し
、
女
承
分
と
し
て
配
分

さ
れ
、
こ
の
女
承
分
も
ま
た
均
分
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
南
宋
江
南
の
判
決
文
を
集
録
し
た
『
清
明
集
』
に
は
、
遺
産
相
続
争

い
に
関
す
る
数
多
く
の
書
判
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
判
決
の
基
準
と
な
っ
た
の
は
、
「
法
に
在
り
て
は
」
、
「
法
を
准
る
に
」
、
「
戸
令
に
よ
れ

ば
」
、
「
条
法
に
照
ら
し
て
」
等
々
、
当
時
江
南
に
広
く
現
行
し
て
い
た
法
令
で
あ
っ
た
。
萢
西
堂
も
劉
後
村
も
共
通
の
現
行
法
に
も
と
づ
い
て

判
決
を
下
し
て
い
る
。
「
法
に
在
り
て
は
、
父
母
已
で
に
亡
く
、
児
女
産
を
分
つ
に
、
女
は
ま
さ
に
男
の
半
ば
を
得
く
し
」
と
い
う
劉
後
村
の

女
子
分
法
は
、
苑
西
堂
の
い
う
「
他
郡
均
分
の
例
」
、
「
諸
子
均
分
の
法
」
と
同
一
配
分
内
容
で
あ
る
。
当
時
、
家
産
分
割
に
お
け
る
均
分
の
概

念
は
、
兄
弟
均
分
に
限
ら
れ
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
「
女
は
男
の
半
ば
を
得
る
」
と
い
う
女
子
分
法
も
、
戸
絶
法
に
お
け

る
在
室
女
・
帰
宗
女
・
出
嫁
女
へ
の
遺
産
の
配
分
も
含
め
て
、
広
く
均
分
範
祷
で
理
解
さ
れ
、
そ
れ
が
、
「
州
県
の
奉
行
す
べ
き
法
令
」
と
し

て
、
判
決
の
共
通
の
基
準
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
子
も
ま
た
、
「
父
の
分
を
承
け
る
」
権
利
を
有
し
た
。

妻
の
粧
遼
財
産
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
法
的
、
社
会
的
状
況
の
中
で
考
え
て
承
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
承
た
よ
う
に
、

呉
貢
士
に
嫁
し
た
王
氏
は
、
夫
が
死
ぬ
と
、
自
随
田
、
及
び
、
呉
貢
士
と
結
婚
後
新
た
に
続
置
し
た
主
氏
名
儀
の
粧
奮
田
を
引
提
げ
て
改
嫁
し

た
。
呉
貢
士
の
息
子
呉
汝
求
は
、
王
氏
が
結
婚
後
続
置
し
た
粧
奮
田
は
、
具
貢
士
の
財
産
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
訴
訟

を
起
こ
し
た
が
、
契
約
書
が
明
ら
か
に
主
氏
名
儀
で
作
成
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
訴
訟
は
却
け
ら
れ
た
。
呉
汝
求
が
、
主
氏
の
自
随
田
を
は
じ

め
か
ら
訴
訟
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
の
は
、
恐
ら
く
、
白
随
田
は
改
嫁
し
て
も
、
法
的
に
王
氏
の
財
産
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
て
、
訴

え
て
も
勝
味
は
な
い
と
判
断
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
妻
の
粧
奮
田
は
「
随
嫁
田
法
」
と
い
う
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
王
氏
の
目
随
田
や
粧
奮
田
も
ま
た
、
か
か
る
法
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
改
嫁
に
際
し
て
持
去
っ
て

も
、
法
的
に
も
何
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

滋
賀
氏
に
よ
る
と
、
詳
細
を
極
め
た
戸
絶
に
お
け
る
女
承
分
立
法
は
、
宋
代
の
特
殊
な
現
象
で
あ
り
、
「
明
清
代
に
な
る
と
、
再
び
『
所
有

親
女
承
受
』
と
い
う
極
め
て
簡
単
な
規
定
が
一
つ
お
か
れ
る
だ
け
に
な
り
」
、
「
清
朝
以
降
の
世
の
実
情
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
む
す
め
に
財
産

お
わ
り
に

宋
代
女
子
の
財
産
権
（
柳
田
）
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が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
、
「
慣
習
上
も
、
清
朝
以
降
の
資
料
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
戸
絶
財
産
は
む
す
め
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
は
決

（
羽
）

ま
っ
て
い
な
か
っ
た
」
等
と
い
わ
れ
て
い
る
。
明
清
期
に
到
り
女
子
の
財
産
権
に
低
下
現
象
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
南
宋
期

に
は
、
改
嫁
時
に
粧
奮
田
の
特
去
り
は
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
明
の
戸
令
に
な
る
と
、
「
夫
の
家
を
主
と
な
す
」
よ
う
に
変
化
し
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
仁
井
田
氏
は
、
「
中
国
で
皮
肉
に
も
、
朱
子
学
ま
た
は
そ
の
系
統
の
学
問
（
程
朱
学
）
が
盛
行
し
た
宋
代

に
お
い
て
、
女
子
分
法
が
明
確
に
そ
し
て
中
国
と
し
て
は
大
幅
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
現
象
は
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

（
皿
）

上
だ
け
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
朱
子
学
は
、
南
宋
期
に
は
偽
学
の
党
禁
を
う
け
、
朱
子
学
が
王
朝
支
配
の

理
念
と
し
て
本
格
的
に
思
想
的
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
恐
ら
く
科
挙
の
学
問
と
し
て
国
教
化
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
明
以
降
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
代
に
法
的
位
置
を
得
て
い
た
女
子
の
財
産
権
乃
至
女
子
分
法
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
、
法
的
に
相
対
的
に

低
下
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）
仁
井
田
陞
『
中
国
の
法
と
社
会
の
歴
史
』
第
十
章
家
族
と
婚
姻
、
第
十
二
章
新
婚
姻
法
の
成
立
と
発
展
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
、
小
野
和
子

『
中
国
女
性
史
」
平
凡
社
、
一
九
七
八
を
あ
げ
て
お
く
。

（
２
）
「
北
京
週
報
』
一
九
七
二
年
七
号
、
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
一
一
一
月
一
一
日
。

（
３
）
劉
克
荘
『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
一
九
三
書
判
「
都
陽
県
東
尉
、
周
丙
の
家
の
財
産
を
検
校
せ
る
事
」
、
『
清
明
集
』
巻
八
戸
婚
門
、
分
析
「
女
婿

は
ま
さ
に
妻
の
家
の
財
産
を
中
分
す
べ
か
ら
ず
」
。

（
４
）
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
第
四
章
婦
女
の
地
位
、
創
文
社
、
一
九
六
七
。

（
５
）
仁
井
田
陞
『
中
国
法
制
史
研
究
家
族
村
落
法
』
第
三
章
宋
代
の
家
産
法
に
お
け
る
女
子
の
地
位
第
四
。
五
節
女
子
分
法
、
東
京
大
学
出
版
会
、

法
政
史
学
第
四
十
二
号

（
６
）
以
下
、
「
清
明
集
』
引
用
は
明
刻
本
点
校
本
『
名
公
書
判
清
明
集
』
上
・
下
二
冊
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
に
依
っ
た
。
明
版
「
清
明
集
』
に
つ
い

て
は
陳
智
超
「
明
刻
本
『
名
公
書
判
清
明
集
』
述
略
」
『
中
国
史
研
究
」
一
九
八
四
’
四
、
及
び
中
華
書
局
版
「
点
校
説
明
」
参
照
。
特
に
後
者
が
詳

し
い
。

一
九
六
二
。

一一一
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宋
代
女
子
の
財
産
権
（
柳
田
）

（
別
）
『
宋
刑
統
』
巻
一
二
戸
令
。

〆￣、'－，

１９１８
、-ノ、－ノ

〆￣、／~、〆￣、〆＝、／■、

１７１６１５１４１３
、‐〆、－〆、＝／、－"、_／

〆￣、〆■、／■、'－，

１２１１１０９
、-"、－／、－〆、."

（
７
）
継
絶
に
は
、
立
継
と
命
継
の
二
つ
の
場
合
が
あ
っ
た
。
立
継
は
、
夫
が
死
亡
し
て
実
子
・
養
子
（
生
前
に
過
－
房
に
よ
り
と
り
き
め
た
嗣
子
）
共
に
な

い
場
合
、
寡
婦
が
亡
夫
の
た
め
に
継
を
立
て
る
行
為
、
命
継
は
、
実
子
・
養
子
・
立
継
も
な
く
て
両
親
共
に
死
亡
し
た
場
合
、
近
親
の
尊
長
が
継
を
命

ず
る
行
為
、
仁
井
田
陞
「
支
邦
身
分
法
史
」
五
○
一
’
五
○
六
頁
）

（
８
）
註
（
４
）
滋
賀
著
書
四
○
四
頁
以
下
、
仁
井
田
陞
「
支
邦
身
分
法
史
」
四
八
四
頁
以
下
、
同
「
中
国
法
制
史
研
究
法
と
慣
習
』
四
二
頁
以
下
参

照
。
な
お
『
清
明
集
』
巻
八
戸
婚
門
に
「
已
に
検
校
せ
る
財
産
を
侵
用
せ
る
は
、
論
ｒ
る
こ
と
朝
廷
封
椿
の
物
を
檀
支
せ
る
法
の
如
し
」
と
題
す
る
胡

石
壁
の
書
判
が
あ
る
。
地
域
は
湖
南
。
曽
元
収
な
る
も
の
が
検
校
銭
六
百
余
賃
、
銀
蓋
二
十
隻
を
檀
支
、
そ
の
他
の
不
法
行
為
に
対
す
る
判
決
で
あ
る

が
、
戸
絶
法
に
関
し
て
曽
二
姑
に
つ
い
て
「
詞
を
興
す
る
は
已
に
嫁
す
る
の
後
に
在
り
と
雌
も
、
戸
絶
は
則
ち
未
だ
嫁
が
ざ
る
の
先
に
在
り
。
此
の
如

く
な
れ
ば
則
ち
、
合
に
在
室
女
は
、
子
は
父
の
分
を
承
く
る
の
法
に
依
り
、
半
ば
を
給
す
る
を
用
う
べ
き
は
、
夫
れ
、
ま
た
何
の
説
か
あ
ら
ん
」
と
い

論
文
。

註
（
４
）
滋
賀
著
書
四
一
三
～
四
二
一
一
一
頁
。

陳
智
超
論
文
に
よ
る
と
、
天
水
の
書
判
は
五
篇
あ
る
が
、
姓
名
・
事
蹟
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。

種
と
は
、
梅
原
郁
氏
に
よ
る
と
、
南
宋
時
代
、
斯
江
・
福
建
等
で
行
な
わ
れ
た
播
種
量
に
よ
る
田
地
の
計
算
単
位
。
但
し
、
詳
細
は
不
明
と
の
こ
と

で
あ
る
。
梅
原
郁
訳
註
『
名
公
書
判
清
明
集
』
一
七
頁
、
同
朋
社
一
九
八
六
参
照
。

註
（
４
）
滋
賀
著
書
五
一
一
一
～
五
二
二
頁
。

建
安
の
人
。
宝
慶
二
年
（
一
二
一
一
六
）
の
進
士
。
一
一
八
篇
の
書
判
が
あ
る
。
書
判
中
に
は
処
州
・
衝
州
等
斯
東
路
の
判
案
が
あ
る
。
註
（
６
）
陳
智
超

「
宋
史
』
巻
四
一
○
苑
応
鈴
伝
。

『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
一
九
三
、
『
清
明
集
」
巻
八
立
継
「
継
絶
の
子
孫
は
、
止
だ
財
産
の
四
分
の
一
を
得
る
の
み
」
は
、
そ
の
前
半
部
分
で
あ

る
。
註
（
４
）
滋
賀
著
書
四
五
五
～
四
五
七
頁
、
註
（
５
）
仁
井
田
陞
著
書
三
八
五
頁
他
参
照
。

「
戸
絶
財
産
は
尽
く
在
室
諸
女
に
給
し
、
帰
宗
女
は
半
ば
を
減
ず
」
と
あ
る
。
こ
の
書
判
は
、
明
刻
本
の
糸
に
あ
り
、
宋
本
に
は
見
当
ら
な
い
。

う
注
目
す
べ
き
書
判
が
あ
る
。

『
清
明
集
』
巻
四
戸
婚
門

註
（
６
）
陳
智
超
論
文
。

註
（
６
）
陳
智
超
論
文
。

争
業
上
。

一

一

一

一
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法
政
史
学
第
四
十
二
号

（
、
）
「
南
宋
期
家
産
分
割
に
お
け
る
女
承
分
に
つ
い
て
」
「
劉
子
健
博
士
頌
寿
記
念
宋
史
研
究
論
集
』
同
朋
舎
、
一
九
八
九
。

（
助
）
註
（
４
）
滋
賀
著
書
五
二
八
～
五
二
九
頁
。

（
路
）
註
（
４
）
滋
賀
著
書
四
五
二
頁
他
。

（
皿
）
註
（
５
）
仁
井
田
著
書
三
九
○
頁
。

な
お
、
本
稿
は
、
一
九
八
九
年
一
二
月
二
日
、
法
政
大
学
史
学
会
大
会
講
演
（
内
容
は
当
時
投
稿
中
で
あ
っ
た
「
南
宋
期
家
産
分
割
に
お
け
る
女
承

分
に
つ
い
て
」
「
劉
子
健
博
士
頌
寿
記
念
宋
史
研
究
論
集
巳
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
構
成
、
史
料
の
出
入
等
若
干
の
手
を
加
え
て
再
録
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ご
諒
承
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

一

四
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